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広告

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバー（個人番号）が通知されます
■ 10 月以降、全ての市民の皆さんに 12 桁のマイナンバー（個

人番号）が記載されている「通知カード」が順次、住民票が
ある住所地に簡易書留郵便で送付されます。なお、各世帯へ
は 10 月下旬から 11 月末にかけて配達される予定です。

■ 平成 27 年 10 月以降に出生や海外からの転入（平成 27 年
10 月以降、国内に住所をおいたことがない場合に限る）な
どにより、新たに住民票を作成した場合には、個人番号が付
番され、随時、送付されます。

あなたの「個人番号カード」が申請できます

■ 個人番号カードは申請により希望者に交付
されます。「通知カード」と一緒に送付さ
れる「個人番号カード交付申請書兼電子証
明書発行申請書」に、ご自身の顔写真を添
えて、地方公共団体情報システム機構へ郵
送してください。

■ また、スマートフォンなどを利用したＷｅ
ｂ申請も可能です。交付申請書のＱＲコー
ドから申請用Ｗｅｂサイトにアクセスし、
必要事項を入力のうえ、スマートフォンの

カメラなどで撮影した顔写真のデータを添付して送信してく
ださい。 

■ 交付手数料は、当面の間、初回のみ無料
です。紛失などによる再交付手数料は
1,000 円（個人番号カード 800 円、電
子証明書 200 円） となります。

　 なお、「個人番号カード」は地方公共団
体情報システム機構で作成され平成 28
年１月以降、順次、市役所で交付する予
定です。

■ 「個人番号カード」は、マイナンバーの提示が必要なさまざ
まな場面で、マイナンバーを証明する書類として使えるほか、
本人確認の際の身分証明書や e-TAX での電子申告に使える
などのメリットがありますので、ぜひ申請してください。

「電子証明書」とは？
■ 公的個人認証サービス（電子証明書）とは、

自宅などのパソコンからインターネット
を利用して、行政機関への申請や届出を
する場合 ( 電子申請 ) に、その申請者や
届出人が本人であることを公的に証明す
る「電子証明書」を発行する制度です。

■ 「個人番号カード」には、これまで「住基カード」に格納す
ることが可能だった「署名用電子証明書」に加え、「利用者
証明用電子証明書」が新たに格納されることとなります。

■ 署名用電子証明書は e-TAX で電子申告
を行う際に利用します。また、利用者証
明用電子証明書はマイナポータル（平成
29 年１月から利用予定）のログインな
ど、本人であることの認証手段として
利用されます。

■ 通知カードや個人番号カードの交付申請に関するお問い合わ
せは下記コールセンターへおかけください。

　個人番号カードコールセンター
　☎０５７０‐７８３‐５７８（ナビダイヤル）

問合せ先　市民課（内線３１３）
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道
メ
ー
タ
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、
法
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よ
り

有
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限
が
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ら
れ
て
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迎
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。

　

滑
川
市
管
工
事
組
合
か
ら
該
当
す

る
ご
家
庭
に
、
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前
に
案
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し
た
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２
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。

　

な
お
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作
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行
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ま
す
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水
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ー
タ
ー
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Ｘ
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に
物

　

を
置
い
た
り
、
車
を
止
め
な
い
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う
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し
ま
し
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タ
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Ｘ
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☆
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メ
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タ
ー
Ｂ
Ｏ
Ｘ
か
ら
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れ
た
と
こ
ろ

　
に
繋
ぎ
ま
し
ょ
う

　

以
上
の
こ
と
は
、
毎
月
の
検
針
業

務
を
円
滑
に
行
う
う
え
で
も
大
切
な

こ
と
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　
上
下
水
道
課（
内
線
４
５
２・４
５
３
）

国
勢
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

10
月
１
日
は
国
勢
調
査
の
基
準
日

で
す
。
次
の
手
順
に
よ
り
提
出
し
て

く
だ
さ
い
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な
お
、
調
査
員
は
「
国

勢
調
査
員
証
」
を
身
に
つ
け
て
い
ま

す
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し
で
も
不
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に
思
わ
れ
た
場
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は
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務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
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く
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い
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を
さ
れ
な

　

か
っ
た
世
帯
に
は
紙
の
調
査
票
を

　

配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
事

　
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
調
査
員
が
各
世
帯
を
訪
問
し
ま
す

　

の
で
、
記
入
方
法
が
わ
か
ら
な
い

　
場
合
な
ど
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
調
査
票
の
提
出
は
、
調
査
員
に
お

　

渡
し
い
た
だ
く
か
、
配
布
さ
れ
て

　

い
る
「
郵
送
提
出
用
封
筒
」
に
て

　
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

④
調
査
に
関
し
て
ご
不
明
な
点
が
あ

　

り
ま
し
た
ら
、
左
記
の
国
勢
調
査

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
国
勢
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０
‐
07
‐
２
０
１
５

※
Ｉ
Ｐ
電
話
の
方
は
☎
03
‐
４
３
３

　
０
‐
２
０
１
５
へ

設
置
期
間　
10
月
31
日
㈯
ま
で

受
付
時
間　
午
前
８
時
～
午
後
９
時

▼
問
合
せ
先

　
総
務
課
（
内
線
２
１
７
）

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

　

資
源
ご
み
と
し
て
回
収
さ
れ
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
主
に
ス
ー
ツ
や

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
、
自
動
車
の
シ
ー
ト
、

ト
ー
ト
バ
ッ
ク
な
ど
の
繊
維
製
品

や
、
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
や
卵
の
パ
ッ

ク
な
ど
の
シ
ー
ト
製
品
に
リ
サ
イ
ク

ル
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
出
す
と
き
は
、

ラ
ベ
ル
、
キ
ャ
ッ
プ
が
混
ざ
る
と
リ

サ
イ
ク
ル
製
品
の
質
が
悪
く
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
分
別
し
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
軽
く
か
さ
ば
り

や
す
い
の
で
、
一
度
に
た
く
さ
ん
運

べ
る
よ
う
、
つ
ぶ
し
て
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　
生
活
環
境
課

　
（
内
線
３
３
２
）

就
学
時
健
康
診
断
の

お
知
ら
せ

　

平
成
28
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

さ
れ
る
お
子
さ
ん
（
平
成
21
年
４
月

２
日
～
平
成
22
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
の
健
康
診
断
を
次
の
日
程
で
実

施
し
ま
す
。

　

な
お
、
９
月
中
旬
に
「
就
学
時
健

康
診
断
の
お
知
ら
せ
」
を
各
家
庭
へ

お
送
り
し
ま
し
た
。
ま
だ
通
知
が
届

い
て
い
な
い
、
ま
た
は
紛
失
さ
れ
た

▲「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」は
　通知カードと一緒に送付されます

場
合
は
、
学
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■
田
中
小
学
校　
　
　
10
月
７
日
㈬

■
寺
家
小
学
校　
　
　
10
月
14
日
㈬

■
東
部
小
学
校　
　
　
10
月
16
日
㈮

■
南
部
小
学
校　
　
　
10
月
20
日
㈫

■
東
加
積
小
学
校　
　
10
月
28
日
㈬

■
西
部
小
学
校　
　
　
10
月
30
日
㈮

■
北
加
積
小
学
校　
　
11
月
11
日
㈬

※
開
始
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
１
時

　
30
分
か
ら
で
す

※
保
護
者
付
き
添
い
の
う
え
、
必
ず

　
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
室
内
履
き
（
園
児
は
ズ
ッ
ク
、
保

　

護
者
は
ス
リ
ッ
パ
）
を
持
参
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　
学
務
課

　
（
内
線
２
５
２
）

特
定
健
康
診
査
の
受
診
と

電
話
勧
奨
の
お
知
ら
せ

　

10
月
に
、
市
が
委
託
し
た
民
間
業

者
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入

の
40
歳
～
74
歳
の
方
を
対
象
に
、
電

話
で
特
定
健
診
の
受
診
状
況
な
ど
を

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
自
身
の
健
康
状
態
を
把
握
・
確

認
す
る
た
め
に
も
、
生
活
習
慣
病
の

予
防
を
目
的
と
し
た
特
定
健
診
の
受

診
と
電
話
勧
奨
へ
の
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　
市
民
課
（
内
線
３
８
３
）
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